




　
公
的
年
金
の
年
金
額
は
、
物
価
や
賃
金

の
変
動
に
応
じ
て
年
度
ご
と
に
改
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
年
度
の
国
民
年
金
額
（
基

礎
年
金
）
は
、
物
価
・
賃
金
と
も
に
マ
イ

ナ
ス
の
変
動
率
で
あ
っ
た
た
め
、
改
定

ル
ー
ル
に
基
づ
き
、前
年
度
か
ら
０・４
％

の
減
額
に
な
り
ま
す
。

　
５
月
末
か
ら
、
統
合
通
知
書
（
年
金
額

改
定
通
知
書
と
年
金
振
込
通
知
書
が
一
体

と
な
っ
た
も
の
）
が
日
本
年
金
機
構
か
ら

郵
送
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
岐
阜
南
年
金
事
務
所
☎

（
２
７
３
）
６
１
６
１
ま
た
は
保
険
年
金

課
（
内
線
２
２
６
４
）

　
農
業
者
年
金
は
、
65
歳
未
満
の
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
（
保
険
料
の
免
除
を

受
け
て
い
な
い
人
）
で
、
年
間
60
日
以
上

農
業
に
従
事
し
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
加
入

で
き
る
積
立
方
式
の
制
度
で
す
。

　
保
険
料
は
、
１
カ
月
当
た
り
２
万
円
か

ら
６
万
７
０
０
０
円
の
範
囲
内
（
１
０
０

０
円
単
位
）で
自
由
に
選
べ
ま
す
。
ま
た
、

35
歳
未
満
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

は
、
１
万
円
か
ら
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

既
に
農
業
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
６
月
末
ま
で
に
受
給
権
者
現
況
届
を

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

（
内
線
２
６
３
２
）

　
今
年
度
の
納
税
通
知
書
は
６
月
15
日
㈬

に
世
帯
主
あ
て
に
発
送
し
ま
す
。
税
率
等

を
記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
同
封
し
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

納
税
義
務
者
は
世
帯
主

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
世

帯
主
で
す
。
世
帯
主
が
加
入
し
て
い
な
い

場
合
で
も
、
世
帯
員
に
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
が
い
る
と
き
は
、
納
税
義
務
者

は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。（
擬
制
世
帯
主
）

　

国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
に
お
い
て

は
、
世
帯
に
つ
き
平
等
割
額
、
被
保
険
者

ご
と
に
所
得
割
額
・
均
等
割
額
が
課
税
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
擬
制
世
帯
主
に
つ
い
て

は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
に
算
入

さ
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課
（
内
線
２
２
３

９
）

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
等
の
費
用
の
う
ち
、
食
費
や
居
住

費
は
自
己
負
担
が
原
則
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
要
件
①
②
の
両
方
に
該

当
す
る
人
は
、
申
請
に
よ
り
介
護
保
険
負

担
限
度
額
認
定
証
が
交
付
さ
れ
、
食
費
と

居
住
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

①
所
得
要
件
＝
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
の

人｟
世
帯
が
異
な
っ
て
い
て
も
配
偶
者（
事

実
婚
を
含
む
）
が
非
課
税
で
あ
る
場
合
｠

②
資
産
要
件
＝
預
貯
金
等
の
資
産
が
、
単

身
で
１
０
０
０
万
円
以
下
の
人
（
利
用
負

担
段
階
に
よ
り
預
貯
金
な
ど
の
基
準
が
段

階
別
に
変
わ
り
ま
す
。）

　

負
担
限
度
額
認
定
証
更
新
の
書
類
は
、

７
月
上
旬
に
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

申
請
時
の
持
ち
物　
更
新
の
書
類
、
通
帳

等
の
資
産
が
分
か
る
も
の

介
護
保
険
料
の
本
算
定
と
保
険
料
納
付

　
介
護
保
険
料
の
年
額
は
、
６
月
に
確
定

す
る
市
民
税
の
課
税
状
況
等
に
応
じ
て
決

定
（
本
算
定
）
し
ま
す
。
本
算
定
が
行
わ

れ
る
ま
で
は
、
仮
算
定
に
よ
る
保
険
料
額

と
な
り
、
本
算
定
が
行
わ
れ
た
後
に
、
確

定
し
た
保
険
料
年
額
か
ら
仮
算
定
額
を
差

し
引
き
、各
納
期
に
分
け
て
納
付
し
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

10
月
、
12
月
、
２
月

普
通
徴
収
（
納
付
書
納
付
・
口
座
振
替
）

６
月
、
８
月
、
10
月
、
12
月
、
２
月

　
本
算
定
の
納
入
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

は
、
６
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
被
扶
養
者
で
あ
る
等
の
理
由
で

申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
、
暫
定
の
所
得

段
階
と
し
て
判
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
正
確
な
保
険
料
算
定
の
た
め
に
簡
易

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
福
祉
課
（
内
線
２

５
５
４
）

　
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
や
家
電
等
の
廃
棄
物

の
不
法
投
棄
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
違
反
す
る
と
懲
役
ま
た
は
罰
金
刑
、

も
し
く
は
そ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
は
、
原
因
者
（
不
法
投
棄
の

行
為
者
）
が
投
棄
物
を
回
収
す
る
の
が
原

則
で
す
。
し
か
し
、
原
因
者
が
特
定
で
き

な
い
私
有
地
や
私
道
上
に
投
棄
さ
れ
た
ご

み
は
、
土
地
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
が

回
収
す
る
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
道
路
、
公
園
、
河
川
、
そ
の
他
公
共
の

場
所
に
ご
み
が
投
棄
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
施
設
管
理
者
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先　
環
境
事
業
課
（
内
線
２

１
９
２
）

　
6
月
は
環
境
月
間
で
す
。
市
で
は
、「
美

し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
策
定
し
、
次

の
内
容
を
定
め
て
い
ま
す
。

①
「
空
き
缶
等
」
の
ポ
イ
捨
て
禁
止

②
「
飼
い
犬
等
」
の
フ
ン
害
禁
止

③�

自
動
販
売
機
へ
の
回
収
容
器
の
設
置
義

務
④�

所
有
す
る
土
地
の
雑
草
繁
茂
防
止
に
向

け
た
適
正
管
理

　

雑
草
繁
茂
を
放
置
す
る
と
、
市
で
「
指

導
・
勧
告
・
命
令
」
を
行
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
環
境
美
化
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　
生
活
環
境
課
（
内
線
２

１
２
２
）

　
市
県
民
税
に
つ
い
て
、
普
通
徴
収
の
納

税
通
知
書
と
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
税

額
決
定
通
知
書
を
６
月
13
日
㈪
に
郵
送
し

ま
す
。

　
普
通
徴
収
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
に
よ
っ
て
、
税
額
を
年
４
回
に
分
け
て

納
税
す
る
方
法
で
す
。

　
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
、
公
的
年
金

の
支
払
者
（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）
が
、

年
金
受
給
者
の
年
金
所
得
に
対
す
る
税
額

を
年
金
の
支
払
い
の
際
に
天
引
き
し
、
市

に
納
税
す
る
方
法
で
す
。

　
新
た
に
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
る
人
は
、
年
度
前
半
（
６
月・８
月
）

に
、
そ
の
年
度
の
市
県
民
税
の
２
分
の
１

を
普
通
徴
収
の
方
法
で
、
年
度
後
半
（
10

月
・
12
月
・
２
月
）
に
残
り
の
半
分
を
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
方
法
で
納
税
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
納
付
書
が
届
い
た
人
は
、
納
期
限
ま
で

に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
税
額

決
定
通
知
書
は
、
５
月
中
旬
に
勤
務
先
に

郵
送
し
て
い
ま
す
。

事
業
所
へ
の
お
願
い（
特
別
徴
収
を
推
進
）

　
岐
阜
県
内
で
は
、
給
与
所
得
者
の
市
県

民
税
の
特
別
徴
収
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
事
業
所
（
給

与
支
払
者
）
は
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と

同
様
に
、
個
人
の
市
県
民
税
を
特
別
徴
収

に
よ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
地
方
税
法
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
制
度
を
ご
理
解
の

上
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課
（
内
線
２
２
３

７
・
２
２
３
８
）

　
あ
な
た
の
家
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
は

正
常
に
作
動
し
ま
す
か
。
住
宅
用
火
災
警

報
器
は
、
火
災
を
い
ち
早
く
知
ら
せ
て
、

あ
な
た
や
家
族
の
命
を
守
っ
て
く
れ
る
た

い
せ
つ
な
も
の
で
す
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
10
年
を
目
安
に

交
換
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
体
に
つ

い
て
い
る
紐
を
引
く
、
ボ
タ
ン
を
押
す
な

ど
し
て
、
正
常
に
作
動
す
る
か
点
検
し
ま

し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

消
防
本
部
予
防
課
☎

（
３
９
２
）
２
６
０
１

　
現
在
、
国
に
よ
り
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事

業
（
第
２
弾
）
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
の
手
続
き
を
行
う
と
、
最
大
２

万
円
分
（
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
新

規
取
得
等
で
５
０
０
０
円
分
、
②
健
康
保

険
証
と
し
て
の
利
用
申
し
込
み
で
７
５
０

０
円
分
、
③
公
金
受
取
口
座
の
登
録
で
７

５
０
０
円
分
）
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が
も

ら
え
ま
す
。

　
②
③
に
つ
い
て
は
、
６
月
30
日
㈭
か
ら

申
し
込
み
を
開
始
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
は
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ

ン
の
ほ
か
、
市
役
所
商
工

観
光
課
で
も
手
続
き
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
商
工
観
光
課
（
内
線
２

６
１
３
）

　
食
中
毒
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
食
中
毒
の

原
因
菌
を
「
①
つ
け
な
い
」「
②
増
や
さ

な
い
」「
③
や
っ
つ
け
る
」
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
夏
に
向
け
て
気
温
が
上
昇
す
る
と
、
食

中
毒
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
次
の

３
点
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

①
つ
け
な
い
（
清
潔
・
洗
浄
）

　

�

手
洗
い
の
徹
底
、
調
理
器
具
の
十
分
な

洗
浄
・
消
毒

②
増
や
さ
な
い
（
迅
速
・
冷
却
）

　

�

調
理
は
迅
速
に
、
調
理
後
は
速
や
か
に

提
供
、
食
材
に
あ
っ
た
温
度
管
理

③
や
っ
つ
け
る
（
加
熱
・
殺
菌
）

　

食
品
の
中
心
部
ま
で
し
っ
か
り
加
熱

問
い
合
わ
せ
先　
子
育
て
・
健
幸
課
（
内

線
５
３
０
２
）

　　
６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
は
、
男
女
共

同
参
画
週
間
で
す
。
職
場
で
、
学
校
で
、

地
域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と

能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向

け
、
男
女
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
い
合
わ
せ
先　
市
民
協
働
課
（
内
線
２

３
１
３
）

　
６
月
は
市
県
民
税
、
水
利
地
益
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
納
付
月

で
す
。
納
期
限
は
６
月
30
日
㈭
で
す
。

6
月
の

税
・
料
の
お
支
払
い
は
、
安
心
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お
し
ら
せ

6 月 12日 (日 )・26日 (日 )午前 8時 30分～正午 (市民課・保険年金課・税務課・収納課 )今月の休日窓口業務
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国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

世
帯
主
あ
て
に
発
送

市
県
民
税
の
税
額
決
定
通
知
書
・

納
税
通
知
書
を
発
送

飼
い
犬
等
の
フ
ン
害
禁
止

税
・
料
の
納
付

14

介
護
保
険
制
度

年
金
額
の
改
定

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

農
業
者
年
金
の
活
用
を

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
点
検

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾

制度概要

「
あ
な
た
ら
し
い
」
を
築
く

　
「
あ
た
ら
し
い
」
社
会
へ

食
中
毒
に
ご
用
心



●
内
容
＝
救
命
講
習
の
指
導
を
中

心
に
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア　

●
資
格
＝
市
内
在
住・在
勤
者
で
、

普
通
・
上
級
救
命
講
習
修
了
者
、

応
急
手
当
普
及
員
・
指
導
員
認
定

者
ま
た
は
日
本
赤
十
字
救
急
法
救

急
員
取
得
者　
●
年
会
費
＝
３
０

０
０
円　
●
詳
し
く
は
、
消
防
本

部
救
急
指
令
課
☎
（
３
９
２
）
２

６
０
１
へ

●
部
門
＝
①
短
歌
②
俳
句
③
川
柳

④
現
代
詩　
●
応
募
点
数
（
１
人

当
た
り
）
＝
①
３
首
以
内
②
３
句

以
内
③
３
句
以
内
④
２
篇
以
内　

●
申
込
等
＝
７
月
29
日
㈮
ま
で
に

オ
ン
ラ
イ
ン
・
郵
送
・
窓
口
で
申

し
込
み
（
郵
送
の
場
合
は
当
日
消

印
有
効
）　
●
応
募
料
＝
無
料

●
詳
し
く
は
、
生
涯
学
習
課
（
内

線
６
１
３
２
）
へ

放
課
後
児
童
教
室
支
援
員

●
内
容
＝
夏
休
み
な
ど
の
長
期
休

業
期
間
で
放
課
後
児
童
教
室
に
通

う
児
童
へ
の
指
導
と
教
室
運
営
等　

●
資
格
＝
健
康
で
意
欲
が
あ
り
、

週
２
〜
５
日
程
度
勤
務
可
能
な
人　

●
勤
務
時
間
＝
午
前
７
時
45
分
〜

午
後
７
時
15
分
※
シ
フ
ト
制　
●

期
間
＝
令
和
５
年
３
月
31
日
㈮
ま

で　
●
申
し
込
み
方
法
＝
6
月
24

日
㈮
ま
で
に
履
歴
書
を
提
出　
●

詳
し
く
は
、子
育
て・健
幸
課
（
内

線
２
５
２
２
）
へ

●
募
集
戸
数
＝
１
戸　
●
所
在
地

＝
江
吉
良
町
８
番
地
１ 　

●
間

取
り
＝
２
Ｋ 　

●
家
賃
＝
１
カ

月
１
万
３
５
０
０
円
※
敷
金
は
家

賃
の
３
カ
月
分　
●
連
帯
保
証
人

＝
２
人
（
市
内
ま
た
は
隣
接
市
町

に
在
住
の
人
） 　
●
入
居
資
格
＝

市
内
在
住
者
ま
た
は
在
勤
者
で
、

収
入
基
準
額
が
一
定
額
以
下
で
あ

り
、同
居
親
族（
老
人
等
一
定
基
準

の
人
を
除
く
）
が
あ
り
、
現
に
住

宅
に
困
窮
し
て
お
り
、
申
し
込
み

時
に
お
い
て
市
税
を
滞
納
し
て
お

ら
ず
、
暴
力
団
員
で
な
い
人　
●

申
込
期
間
＝
6
月
1
日
～
30
日
※

申
し
込
み
が
無
か
っ
た
場
合
は
、

令
和
5
年
３
月
31
日
㈮
ま
で
の
先

着
順
で
す
。　
●
詳
し
く
は
、
都

市
計
画
課
（
内
線
２
１
３
５
）
へ

　
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で

も
元
気
に
過
ご
す
た
め
、
認
知
症

看
護
認
定
看
護
師
が
「
認
知
症
予

防
」に
関
す
る
講
義
を
行
い
ま
す
。

●
期
日
＝
６
月
29
日
㈬　
●
時
間

＝
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分　

●
対
象
＝
65
歳
以
上
の
人
と
そ
の

支
援
に
関
わ
る
人　
●
場
所
＝
市

役
所
３
階
３
０
１
・
３
０
２
会
議

室　
●
参
加
料
＝
無
料　
●
定
員

＝
先
着
30
人　
●
申
し
込
み
・
問

い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
内

線
２
５
５
６
）
へ

幼
児
向
け
英
語
遊
び

　
遊
び
を
通
し
て
、
親
子
で
英
語

に
触
れ
合
い
ま
す
。

●
定
員
＝
３
歳
ま
で
の
幼
児
と
そ

の
保
護
者
10
組　
●
日
時
＝
6
月

16
日
㈭
午
前
10
時
30
分
～
11
時
15

分　
●
場
所
＝
資
源
物
ス
ト
ッ
ク

ヤ
ー
ド　

●
参
加
料
＝
会
員
無

料
、
非
会
員
５
０
０
円　
●
申
込

期
限
＝
６
月
13
日
㈪　

※
詳
し
く
は
、
国
際
交
流
協
会
事

務
局
（
市
民
協
働
課
内
・
内
線
２

３
１
２
）
へ

　
６
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た

赤
ち
ゃ
ん
タ
イ
ム
、
お
は
な
し
広

場
は
中
止
し
ま
す
。

◇
開
館
＝
午
前
10
時
～
午
後
6
時

◇
休
館
日
＝
6
月
6
日
㈪
・
13
日

㈪
・
20
日
㈪
・
27
日
㈪
・
30
日
㈭
、

7
月
4
日
㈪

※
詳
し
く
は
、
図
書
館
☎
（
３
９

２
）
２
２
７
０
へ

企
画
展
「
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
応
援
映

画
ポ
ス
タ
ー
」
展

●
期
間
＝
６
月
19
日
㈰
ま
で

映
画
の
集
い
「
王
将
」

●
日
時
＝
６
月
11
日
㈯
午
前
10
時

～
、
午
後
２
時
～

マ
イ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
は
し
ま
円

空
・
木
彫
り
展
」
は
し
ま
円
空
・

木
彫
同
好
会

●
期
間
＝
6
月
５
日
～
7
月
15
日

◇
入
館
料
＝
高
校
生
以
上
３
０
０

円
、
中
学
生
以
下
無
料　
※
マ
イ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
参
観
は
無
料　

◇
開
館
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◇
休
館
日
＝
6
月
6
日
㈪
・
13
日

㈪
・
20
日
㈪
・
27
日
㈪
、
7
月
4

日
㈪

※
詳
し
く
は
、
同
資
料
館
☎
（
３

９
１
）
２
２
３
４
へ

　
小
学
校
３
年
生
〜
中
学
生
、
義

務
教
育
学
校
３
年
生
〜
９
年
生
を

対
象
に
、
講
師
を
招
い
て
ポ
ス

タ
ー
を
描
き
ま
す
。

●
定
員
＝
２
コ
ー
ス
で
各
20
人　

●
期
日
＝
７
月
25
日
㈪
・
26
日
㈫

※
２
日
間
通
し
て
の
参
加　
●
時

間
＝
Ａ
コ
ー
ス
午
前
９
時
30
分
〜

11
時
30
分
・
Ｂ
コ
ー
ス
午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分　
●
場
所
＝
市

民
会
館　

●
持
ち
物
＝
画
用
紙
、

絵
の
具
セ
ッ
ト
、
新
聞
紙
、
雑

巾　
●
参
加
費
＝
無
料　
●
申
し

込
み
方
法
＝
各
学
校
で
配
布
す
る

申
込
用
紙
を
６
月
22
日
㈬
ま
で
に

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
（
郵

送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
可
）
※
フ
ァ
ッ

ク
ス
番
号
☎
（
３
９
１
）
０
９
０

６　
●
詳
し
く
は
、
教
育
支
援
セ

ン
タ
ー
（
内
線
６
３
３
１
）
へ

　
教
科
書
の
内
容
を
ご
覧
い
た
だ

く
展
示
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
期
間
＝
６
月
10
日
〜
23
日（
土・

日
は
除
く
）　

●
時
間
＝
午
前
９

時
〜
午
後
５
時　
●
場
所
＝
市
役

所
3
階
３
０
３
会
議
室　
●
詳
し

く
は
、
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
（
内

線
６
３
３
１
）
へ

委員名 上下水道事業
経営審議会委員

障害者計画・
障害福祉計画策定委員

地域福祉計画
策定委員会委員

指定管理者
選定委員会委員

募集人員 2人 2人 ２人 1人

資格
　市内に1年以上居住し、平日昼間の会議（年に3～4回程度）に参加でき、他の付属機関等の委員・市
議会議員・市職員でない人

報酬 1回の出席につき6,000円

任期 8月1日～
令和6年7月31日

10月1日～
令和8年9月30日

10月1日～
令和6年3月31日

委嘱日から
令和5年3月31日まで

募集期間 6月1日～24日 6月1日～30日 6月1日～30日 6月1日～30日

問い合わせ先 経営課
（内線2164）

福祉課
（内線2512）

福祉課
（内線2514）

市民協働課
（内線2314）

 

レ
ス
キ
ュ
ー
ク
ロ
ス
羽
島

 

歴
史
民
俗
資
料
館
・
映
画
資
料
館

ガイド
  月の6
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催

し

募

集
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♨今月の羽島温泉の休館日　6月6日 (月 )・15日 (水 )・25日 (土 )

 

会
計
年
度
任
用
職
員

 

市
営
住
宅
の
入
居
者

 
国
際
交
流
協
会
の
催
し

 

図
書
館

 

教
科
書
展
示
会

 

夏
休
み
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室

 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
図
工

公募委員の募集

 

市
文
芸
祭
の
作
品

 

シ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ

金融・司法書士相談会（無料）　
　日本政策金融公庫の担当相談員による①金融相談
会、中小企業者・従業員の方向けの②司法書士相談
会を次の日程で開催しています。どちらも事前の予
約が必要です。
日時　①毎月第 3水曜日　午前 10時～正午
　　　②毎月第 4水曜日　午後 1時～ 4時
場所　羽島商工会議所　
問い合わせ先　商工会議所☎（392）9664

危険物安全週間（6/5 ～ 11）　　
　危険物とは消防法に定められたもので、ガソリン、
灯油、軽油、油性塗料などが該当します。いずれも「火
災発生の危険性が大きい」「火災拡大の危険性が大
きい」「消火の困難性が高い」という特徴があります。
　取り扱いには十分気を付けてください。
問い合わせ先　消防本部予防課☎（392）2601

美術協会の作品展（写真）
　
期間　6 月 1日～ 30日
場所　市役所 1階東側展示スペース
時間　平日の開庁時間、休日開庁日（6月 12日、　
　　　26日の午前 8時 30分～正午）
　　　※ 6月 30日は午後 4時 30分まで
　　問い合わせ先　管財課（内線 2106）

福祉団体の会員募集　
　福祉団体に加入することで、研修会等で情報交換
をしたり、親睦を深めたりすることができます。
羽島市身体障害者福祉協議会
　対象　身体障がい児・者
　活動　月例会、体育大会、日帰り研修旅行等
　問い合わせ先　福祉課（内線 2512）
羽島市母子寡婦福祉連合会
　対象　ひとり親家庭
　活動　日帰りバス旅行、中学校卒業時の激励等
　問い合わせ先　子育て・健幸課（内線 2524）

ピラティス教室の受講者募集　
　体幹を鍛えるエクササイズをしてみませんか。
期間　7 月～ 9月の毎週木曜日（10回程度）
時間　午前 9時 30分～ 10時 30分
場所　FUKUJUスポーツパーク会議室
申込期限　6 月 30日（木）
その他　定員 12人で、参加料は 3,000 円（10回分）
　　　　運動しやすい服装、ヨガマット持参で参加
　　問い合わせ先　市スポーツ協会☎（392）8708

はしまシティカレッジ 講師養成講座
　
　はしまシティカレッジとは、市民の皆さんが日頃
の学習成果や身につけた技術・知識等を活かし、講
師として講座受講者の方に学びを広げる場を提供す
る制度です。はしまシティカレッジの講師養成講座
を受講してみませんか。
内容　講座の企画・運営方法について学習
　　　（後日、講師認定の審査があります）
日時　７月 5日（火）　午後 2時から
参加費　500円　場所　福祉ふれあい会館
申し込み方法　申し込みフォームまたはメールに住
　　　　　　　所、氏名、年齢、電話番号を入力して、
　　　　　　　6月 30日（木）までに送信　
問い合わせ先　生涯学習課（内線 6133）

申し込み
フォーム メール

オンライン
申し込みは
こちらから



日時　8 月 19日 (金)　�午前の部　午前10時 開演　　　　　
午後の部　午後2時 開演　　　　　　　　

入場料 � 無料（要入場整理券・全席指定席）
　　  　※整理券の配布は午前・午後合わせて 4枚まで。
整理券配布日　来館配布　7月 2日（土）午前 9時～
　　　　　　　電話予約　7月 4日（月）午前 9時～
※�子ども会等の団体は申し込み受け付けします。
申込期間　6月 19日～26日　午前9時～午後5時

　ピアノ「ベーゼンドルファー」をホールで弾いてみま
せんか。
日時　6 月 19日 (日)　	午前10時～、11時～、
　　　午後 1時 30分～、2時 30分～、3時 30分～
参加費  2,000 円（１組１枠 50分まで）
対象　小学生以上（その他、利用条件有り）
申し込み　電話申し込み　6月 4日（土）午前 9時～
　　　　　来館申し込み　6月 4日（土）午後 1時～
　　　　　（先着順）

information+

●祝日は、全ての相談を休みます。
●相談は無料で、秘密は厳守します。
●予約については、事前にお問い合わせください。

　特徴的な赤いパッケージの中に真っ黒な四角い最中が詰まった「笠
松隕石最中」。その名のとおり、笠松に落ちた隕石をモチーフとした
お菓子です。笠松菓子組合の 7店舗が約 1年をかけて開発し、昨年
10月から販売を開始しました。
　最中は組合の各店舗で購入することができ、さらに、まんじゅう・
せんべい・シュークリームなど各店舗オリジナル隕石スイーツも展
開しています。笠松町にお立ち寄りの際は、ぜひご賞味ください。
問い合わせ先　笠松町役場企画課☎ 058（388）1113

相談ダイアリー 不二羽島文化センター

問い合わせ先　不二羽島文化センター☎ (393)2231
ホームページアドレス　https://hashima-culture.jp/

問い合わせ先　市民総合相談室（内線2532）

岐阜連携都市圏を知ろう！

夏休み子ども映画会
ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
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休館日　6月 7日（火）・14日（火）・21日（火）・28日（火）

種別 相談日 時間
行政相談 7月7日 13：00~15：00

法律相談
（予約制） 6月8日・24日 13：00~15：00

交通事故相談 毎週火曜日 10：00~16：00

年金・社会保険
労働相談（予約制） 6月 6日、7月4日 13：00~16：00

心配ごと相談
（予約制） 6月17日、7月1日 13：00~16：00

人権相談 7月14日 13：00~15：00

就業促進相談 毎週月・木曜日 13：00~15：00

登記・相続相談
（予約制） 7月 6日 13：00~16：00

不動産相談
（予約制） 6月15日 13：00~16：00

建築設計相談
（予約制） 6月22日 13：00~16：00

多重債務相談
（予約制） 6月21日 13：00~16：00

消費生活相談 毎週月～金曜日 9：00~12：00
13：00~16：00

おみサポ・ぎふ
登録受付 毎週月～金曜日 10：00~16：00

新・ホールでピアノ

　活力と魅力あふれる圏域づくりに取り組
むため、岐阜市とその周辺市町（山県市・
瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・羽島市）
で、「岐阜連携都市圏」を形成しています。
　今月は、笠松町を紹介します。

　ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特
許期間が終了した後、他社から同じ有効成
分で製造される後発医薬品のことです。
　医薬品メーカーでの試験によって、効き
目や安全性が新薬と同等であると証明され
たものだけが、国から承認されています。
窓口負担が安くなります
　ジェネリック医薬品は、開発費用等が掛
からない分、先発医薬品に比べて薬価が安
くなっています。
ジェネリック医薬品を希望する場合
　ジェネリック医薬品は、一般の薬局で購
入できる市販薬ではなく、処方箋が必要な
薬です。希望する人は医師・薬剤師に相談
してください。
問い合わせ先
保険年金課医療保険係 （内線 2262）

ジェネリック医薬品の安全性

　笠松町の「笠松隕石最中」 販売店の詳細

こちらから

笠松隕石最中

は
し
ま

愛愛

市
長
の
コ
ラ
ム

　
総
務
省
が
４
月
１
日
付
け
で
、
27
都
道
府

県
の
65
市
町
村
を
「
過
疎
市
町
村
」
に
指
定

し
ま
し
た
。
今
回
の
指
定
は
、
２
０
２
０
年

国
勢
調
査
の
結
果
を
受
け
た
措
置
で
す
。
65

市
町
村
の
う
ち
、
全
域
が
指
定
さ
れ
た
の
が

36
。
市
町
村
の
一
部
地
域
が
指
定
を
受
け
た

の
は
、
29
で
し
た
。
今
回
の
指
定
追
加
で
、

過
疎
法
に
基
づ
く
指
定
団
体
は
８
８
５
市
町

村
と
な
り
ま
し
た
。
全
国
１
７
１
８
市
町
村

の
う
ち
51
・
５
％
が
、
過
疎
市
町
村
に
認
定

さ
れ
た
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
最
初
の
過
疎
法
で
あ
る
「
過
疎
地
域
対
策

緊
急
措
置
法
」
は
、
昭
和
45
年
、
10
年
間
の

時
限
立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。以
来
、

４
次
に
わ
た
り
過
疎
法
が
制
定
。
各
種
の
対

策
が
講
じ
ら
れ
、
令
和
３
年
４
月
に
第
５
次

と
な
る
「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援

に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
同
法
は
、人
口
の
著
し
い
減
少
に
伴
い
、

地
域
社
会
に
お
け
る
活
力
が
低
下
。
生
産
機

能
や
、
生
活
環
境
の
整
備
等
が
、
他
地
域
に

比
べ
て
低
い
水
準
に
あ
る
地
域
に
対
し
て
必

要
な
特
別
措
置
を
講
じ
、
対
象
地
域
の
持
続

的
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　
同
法
に
基
づ
く
財
政
上
の
特
別
措
置
の
主

な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽�

公
立
小
中
学
校
の
統
合
に
伴
う
教
育
施

設
、
保
育
所
・
消
防
施
設
等
の
整
備
に
対

す
る
国
の
負
担
・
補
助
割
合
を
拡
充
。

▽�

将
来
の
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
過

疎
市
町
村
は
、
債
務
に
対
す
る
元
利
償
還

金
の
３
割
を
負
担
す
れ
ば
良
い
措
置
を
講

じ
る
。

　
以
上
に
加
え
、
都
道
府
県
が
本
来
、
過
疎

市
町
村
が
担
う
べ
き
行
政
事
業
を
代
行
で
き

る
制
度
や
、
過
疎
地
域
へ
の
企
業
誘
致
を
円

滑
に
す
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
も
講
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
財
政
力
の
弱
い
、
過
疎
地
域
へ
の
国
の
支

援
は
必
要
で
す
。
し
か
し
、
過
疎
債
に
頼
っ

て
公
共
施
設
を
建
設
し
、
そ
の
維
持
更
新
に

苦
し
ん
で
い
る
市
町
村
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ソ
フ
ト
事
業
に
過
疎
債
を
使
い
、
一
時
的
な

効
果
に
終
わ
っ
た
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
県
内
で
は
、
新
た
に
海
津
市
が
過
疎
地
域

に
指
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
市
町
村
全
域
の

過
疎
地
域
が
10
市
町
村
、
一
部
地
域
指
定
を

受
け
た
市
が
７
市
と
な
り
ま
し
た
。今
後
も
、

一
部
の
地
域
を
除
き
、
岐
阜
県
を
含
め
た
国

全
体
と
し
て
の
人
口
減
が
続
く
と
思
わ
れ
ま

す
。

　
羽
島
市
で
も
、
岐
阜
羽
島
駅
周
辺
（
人
口

密
集
地
域
）で
は
人
口
が
増
え
て
い
ま
す
が
、

市
の
南
部
地
域
で
は
人
口
が
減
少
し
て
い
ま

す
。
人
口
を
は
じ
め
と
し
た
的
確
な
将
来
推

計
に
基
づ
き
、
必
要
な
社
会
資
本
整
備
に
注

力
し
た
市
政
運
営
に
努
め
る
こ
と
が
、
今
こ

そ
肝
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
93
回

羽
島
市
長　
松
井　

聡

「
全
国
市
町
村
の
過
半
数
が
過
疎
地
域
に
」

　5月 8日、水防団員の士気高揚や水防技術の向上
を目的に、長良川羽島防災船着場（桑原町大須）で
水防演習が３年ぶりに行われました。　
　防災船着場で開催されたはじめての演習となり、
市内 10分団から 237 人が参加。大雨による河川水
位の上昇を想定し、堤防法面を保護するための水防
工法などに真剣に取り組みました。
　また、長年水防に従事された団員が表彰されまし
た。表彰された皆さんをご紹介します。
問い合わせ先　土木監理課（内線 2117）

水防団員の活躍を紹介
令和 3 年度の表彰
水防功労者国土交通大臣表彰
水防功労者表彰（全水管）
今井田敦（正木）
岐阜県水防表彰　紅功労賞
永津勝己（正木）　今井毅（竹鼻）　鈴木勇、小
川克巳（下中）
退職水防団員報償
篠田定夫（団長）　川島優、野田博丈（足近）
古村正美（江吉良）

令和 4 年度の表彰
羽島市市政功労者表彰（15 年）
南谷好春（小熊）
市長功績表彰（8 年）
村上武（足近）太田浩一、矼智樹（正木）森学（竹
鼻）横山重都（福寿）内藤寛裕、小池隆男（上中）
遠藤基、神戸幸久（下中）岡田安紀、馬場健司（桑
原）
団長表彰（3 年）
飯田和彦（正木）河田康裕、伊藤直樹、柴田貴大（竹
鼻）林勉、岡田大輝、淺井裕行（福寿）大口智寛（江
吉良）清水剛、蒲将市（堀津）岩田謙二、河嶋
智久（上中）田内信二、渡邉俊（下中）山内秀明、
寺倉昇仁（桑原）
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期日 医療機関 (医科・歯科 )

6月 5日
(日)

ながき内科クリニック（舟橋町）
☎（393）0077

𠮷田歯科医院（舟橋町）
☎（260）7000

6月 12日
(日)

ばん皮膚科（正木町）
☎（391）0056

わたなべ歯科クリニック（竹鼻町）
☎（393）1184

6月 19日
(日)

不破医院（正木町）
☎（391）2238
浅野歯科（竹鼻町）
☎（392）9222

6月 26日
(日)

村上診療所（竹鼻町）
☎（216）7722

糸井川歯科医院（竹鼻町）
☎（391）5819

7月 3日
(日)

長良川クリニック（竹鼻町）
☎（392）2525

入山歯科医院（上中町）
☎（392）8214

父：安井清貴さん　母：有紗さん　〔正木町〕

（
０
歳
５
カ
月
）

応募はコチラ 父：武田匠平さん　母：なつ美さん　〔下中町〕

（
０
歳
６
カ
月
）

６月 保健コーナー 休日急病診療場所・問い合わせ先
保健センター（内線5305・5306）

診療時間
午前9時～午後2時

行事名【対象者】 期日等 時間

乳幼児相談
【乳幼児】 6月 9日(木)・22日(水) 9：00～ 11：30

（受付）

離乳食教室（初中期）
【5カ月前後の児】 6月 15日 (水) 9：45～ 10：00

（受付）

はみがき教室と
フッ化物塗布

【元年12月・2年 6月生まれ】
6月 23日(木) 9：50～ 11：05

（受付）

健康相談 随時 8：30～ 17：15

精神保健（こころ）の相談 6月 28日(火) 13：30～ 15：30

胃・肺・大腸がん検診
【40歳以上】

6月 30日（木）
場所：正木コミュニティセンター

8：55～ 11：20
( 受付 )

乳がん検診
【30歳以上の女性】

6月 13日（月）
午前の部 9：10～11：20
午後の部 13：10～15：20

( 受付 )大腸がん検診
【40歳以上の女性】

胃がん検診
（医療機関委託）
【50歳以上】

令和 5年 2月 28日(火)
まで

実施医療機関の診療
時間内です。

実施医療機関はホー
ムページで確認また
は保健センターへお
問い合わせください。

大腸がん検診
（医療機関委託）
【40歳以上】

子宮頸がん・体がん検診
（医療機関委託）
【20歳以上の女性】

※会場は特に指定がない限り、市保健センターです。
※事前予約制です。お電話でお申し込みください。
※市内に住民票がある人が対象です。
※子どもの健康診査は個別に郵送する案内文書でご確認ください。
※�各がん検診は年度で1回受診できます。生活保護世帯の人は無料のため、
検診を受ける前に保健センターに連絡してください。

※往診はありません。
※必ず保険証を持参し、電話連絡の上、受診
　してください。

母子健康手帳の交付 妊娠が明らかになった人は、早めに母子健康手帳の交付を受けましょう。予約制となりますので必ず事前に
ご連絡ください。（所要時間 40分）　交付場所・予約先　保健センター（内線 5305・5306）

■人口 67,068 人（－ 201）・男 33,052 人・女 34,016 人
■世帯数 27,327 世帯（＋ 268） 令和 4年 5月 1日現在
※（　）は前年同月との比較

羽島市の最新情報
SNSでチェック！ F

フ ェ イ ス ブ ッ ク
acebook T

ツ イ ッ タ ー
witter I

イ ン ス タ グ ラ ム
nstagram

20
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莉り

こ來
ち
ゃ
ん

純す
み
は葉

ち
ゃ
ん

市公式 LINE

「子育て」「福祉」「健康」など、興味
がある分野を選択すると、関連した市
政情報だけをあなたのスマートフォン
に配信します。設定も簡単で、すぐに
利用できます。

パーソナル配信　便利です


